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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金自動取引装置であって、
　利用者が所定範囲に存在することを検知するセンサと、
　現金自動取引を行うために利用する媒体の受入および排出を行う媒体入出口と、
　前記媒体入出口付近の画像を格納する記憶部と、
　メッセージや画像を表示する表示部と、
　前記現金自動取引装置を制御する制御部と、
　前記利用者の写真画像を撮像する撮像部と、を備え、
　前記制御部は、前記センサにより前記利用者を検知した際に、前記媒体入出口付近の第
１画像を前記表示部に表示し、前記媒体入出口と前記第１画像中の前記媒体入出口とに差
異が無いか確認すべき旨の確認画面を前記表示部に表示し、
　前記制御部は、前記センサにより入手した情報と前記写真画像中の前記利用者の目の位
置とに基づいて、前記媒体入出口に対する前記利用者の目の位置を算出し、
　前記媒体入出口に対する前記利用者の目の位置から視認した画像を前記表示部に表示す
る、現金自動取引装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の現金自動取引装置であって、
　前記利用者からの情報を受け取る入力部を備え、
　前記制御部は、前記確認画面を前記表示部に表示した後であって、前記入力部により前
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記差異が無いことを確認した旨の入力を受け取った後に、
　前記媒体入出口付近の第２画像を前記表示部に表示し、前記媒体入出口と前記第２画像
中の前記媒体入出口とに差異が無いか確認すべき旨を前記表示部に表示する、現金自動取
引装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の現金自動取引装置であって、
　前記第１画像と前記第２画像とは、異なる画像である、現金自動取引装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の現金自動取引装置であって、
　前記制御部は、前記媒体入出口への前記媒体の投入頻度に応じて、前記表示部への前記
第１画像の表示の有無を決定する、現金自動取引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金自動取引装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、現金自動取引装置の普及に伴い、従来銀行等の金融機関のみに設置されていた現
金自動取引装置は、コンビニエンスストアなどにも設置されるようになった（例えば、特
許文献１）。また、現金自動取引装置自体もユニバーサルデザインを考慮した設計開発が
進み、操作性が向上したため、従来、現金自動取引装置の利用を敬遠しがちであった高齢
者や、身体障害者の利用も増えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３８７４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、現金自動取引装置を利用した犯罪が増加しているという問題がある。その犯罪
の一つとして、スキミング犯罪がある。スキミング犯罪とは、現金自動取引装置に利用す
る磁気カードに書き込まれている情報を、スキミングマシンによって抜き出し、その情報
を持つカードを複製する犯罪である。スキミングマシンは、現金自動取引装置のカード挿
入部分などに違法に取り付けられる。
【０００５】
　近年、精巧にできたスキミングマシンが現金自動取引装置に取り付けられたことにより
、現金自動取引装置にスキミングマシンが取り付けられていることを利用者が気づかない
という問題がある。特に、利用しようとする現金自動取引装置があまり使い慣れていない
現金自動取引装置である場合や、普段あまり現金自動取引装置を使わない利用者が現金自
動取引装置を利用する場合、スキミングマシンが現金自動取引装置につけられていること
に利用者が気づくことは難しいという課題があった。また、カメラを内蔵したスキミング
マシンにより、カードの磁気情報と共に暗証番号についても盗み読まれる被害が発生して
いるという問題があった。
【０００６】
　特許文献１では、現金自動取引装置の操作部の近傍あるいは周辺を撮影するカメラを具
備し、撮影画像の差異に基づいてスキミングマシンなどの異物が現金自動取引装置に取り
付けられたか否かを検知する。
【０００７】
　しかし、特許文献１では、カメラを設置する場所が現金自動取引装置本体から突出した
位置である構成となっている。このため、カメラを設置する際にための部品が必要となる
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ため、コストが高いという課題があった。また、特許文献１の現金自動取引装置では、カ
メラ設置パネルの強度が弱くなるという課題があった。
【０００８】
　その他、従来の自動取引装置においては、その小型化や、低コスト化、省資源化、製造
の容易化、使い勝手の向上などが望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）本発明の一形態によれば、現金自動取引装置が提供される。この現金自動取引装置
は、利用者が所定範囲に存在することを検知するセンサと；現金自動取引を行うために利
用する媒体の受入および排出を行う媒体入出口と；前記媒体入出口付近の画像を格納する
記憶部と；メッセージや画像を表示する表示部と；前記現金自動取引装置を制御する制御
部と；を備え、前記制御部は、前記センサにより前記利用者を検知した際に、前記媒体入
出口付近の第１画像を前記表示部に表示し、前記媒体入出口と前記第１画像中の前記媒体
入出口とに差異が無いか確認すべき旨の確認画面を前記表示部に表示する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、現金自動取引装置の媒体入出金口付近が本来どのような形状であるか
を利用者に知らしめることができる。このため、利用者は、スキミングマシンの設置の有
無を確認することができる。また、従来の自動取引装置に備えられた機器で足り、新たな
部品等を必要としないため、安価に製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態における現金自動取引装置１０１の内部構成を示す図。
【図２】現金自動取引装置１０１の正面図。
【図３】制御部１０６と現金自動取引装置１０１の各部との関係を示す図。
【図４】本実施形態における第１スキミング防止処理の流れを示すフローチャート。
【図５】画像Ｗ１０の例を示す図。
【図６】本実施形態における第２スキミング防止処理の流れを示すフローチャート。
【図７】カメラ１１３が取得した画像の例を示す図。
【図８】本実施形態における第３スキミング防止処理の流れを示すフローチャート。
【図９】本実施形態における第４スキミング防止処理の流れを示すフローチャート。
【図１０】本実施形態における第５スキミング防止処理の流れを示すフローチャート。
【図１１】画像Ｗ１０の例を示す図。
【図１２】部分画像Ｄ３０を含む画像Ｗ１０の例を示す図。
【図１３】部分画像Ｄ４０を含む画像Ｗ１０の例を示す図。
【図１４】部分画像Ｄ５０を含む画像Ｗ１０の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
Ａ：全体構成：
Ａ－１．装置構成：
　図１は、本発明の実施形態における現金自動取引装置１０１の内部構成を示す図である
。現金自動取引装置１０１は、カード処理部１０２と、制御部１０６と、カメラ１１３と
、顧客操作画面部１０５と、現金処理部１０３と、顧客検知センサ１０７とを備える。
【００１３】
　図２は、現金自動取引装置１０１の正面図である。本実施形態において、カメラ１１３
、顧客操作画面部１０５、カード入出口１０４、入出金口１１１、および顧客検知センサ
１０７は、現金自動取引装置１０１の中心軸に沿って配置されている。
【００１４】
　図１のカード処理部１０２は、カード入出口１０４と、カード搬送路１０９と、カード
情報読取部１２０とを備える。カード入出口１０４は、利用者からのカードの受け取りお
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よび利用者へのカードの返却を行う部分である。カード入出口１０４に挿入されたカード
は、カード搬送路１０９を介してカード情報読取部１２０に挿入される。本実施形態にお
いて、現金自動取引を行うために利用する媒体をカードとしたが、通帳であってもよい。
また、カードの受け取り口と、カードの排出口とを、カード入出口１０４は兼ねているが
、別々に設けてもよい。
【００１５】
　カード情報読取部１２０は、自動取引に必要な利用者情報や係員のＩＤ情報が記録され
た磁気カードおよびＩＣカードからの情報の読みとりや、カードへの書きこみや、カード
表面の画像を取得する機能を有する。カード情報読取部１２０で磁気情報を読み取られた
カードは、取引終了後、カード搬送路１０９を介してカード入出口１０４へ排出される。
【００１６】
　現金処理部１０３は、現金搬送路１１０と、入出金口１１１と、現金収納カセット１０
８と、現金情報読取部１３０とを備える。入出金口１１１は、利用者からの現金の受け取
りおよび利用者への現金の返却を行う部分である。入出金口１１１に投入された現金は、
現金搬送路１１０を介して現金情報読取部１３０を通過する。
【００１７】
　現金情報読取部１３０は、現金の金種を判別する判別機能と、現金の真偽を判定する判
定機能を有する。「金種」とは、額面に応じて定められる現金の種類をいう。現金情報読
取部１３０により金種が特定され、かつ偽装された現金ではないと判定された現金は、現
金搬送路１１０を介して現金収納カセット１０８に収納される。その他の現金については
、現金搬送路１１０を介して入出金口１１１に返却される。
【００１８】
　現金収納カセット１０８は、現金処理部１０３が扱う現金を金種ごとに分けて収納する
部分である。現金収納カセット１０８は、現金搬送路１１０への紙幣の送り出し、および
現金収納カセット１０８からの紙幣の受入れが可能なように、現金搬送路１１０と接続さ
れている。
【００１９】
　カメラ１１３は、利用者などの写真画像を撮像する画像生成手段である。本実施形態に
おいて、カメラ１１３として、ＣＣＤカメラが用いられる。なお、カメラ１１３は撮像部
ともいい、ＣＣＤカメラ以外の画像を撮像する手段であってもよい。
【００２０】
　顧客操作画面部１０５は、液晶ディスプレイによりメッセージや画像を表示する表示部
としての機能と、タッチパネルにより利用者などからの情報を受け取る入力部としての機
能とを有するユーザインターフェースである。本実施形態において、顧客操作画面部１０
５は、表示部と入力部としての機能を有するが、表示部と入力部とを別々に設けてもよい
。
【００２１】
　図３は、制御部１０６と現金自動取引装置１０１の各部との関係を示す図である。制御
部１０６は、現金自動取引装置１０１の各部と接続されており、現金自動取引装置１０１
全体を制御する。
【００２２】
　制御部１０６は、ＣＰＵ２１２と記憶部２１０とを有する。ＣＰＵが記憶されたプログ
ラムを読み出して実行することにより、各種処理・取引を行う。記憶部２１０は、プログ
ラムやデータを記憶する。また、制御部１０６は、ホストコンピュータＨＣと、インター
ネットＮＷを介して接続されている。このため、紙幣取扱装置１００とホストコンピュー
タＨＣとは、互いにデータの送受信が可能である。
【００２３】
　図１における顧客検知センサ１０７は、現金自動取引装置１０１の利用者が接近したこ
とを検知する検知手段である。顧客検知センサ１０７は、現金自動取引装置１０１と利用
者との距離を検知する機能を有する。本実施形態において、顧客検知センサ１０７は、赤
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外線センサを用いる。
【００２４】
Ａ－２．第１スキミング防止処理：
　図４は、本実施形態における第１スキミング防止処理の流れを示すフローチャートであ
る。スキミング防止処理は、制御部１０６が、現金自動取引装置１０１の各部を制御する
ことにより実行される。
【００２５】
　ステップＳ３００では、制御部１０６は、顧客検知センサ１０７により利用者が接近し
たことを検知するまで待機する（ステップＳ３００：Ｎｏ）。顧客検知センサ１０７によ
り利用者が接近したことを検知した場合（ステップＳ３００：Ｙｅｓ）、制御部１０６は
、スキミング被害防止のための画像Ｗ１０を顧客操作画面部１０５へ表示する（ステップ
Ｓ３３０）。
【００２６】
　図５は、画像Ｗ１０の例を示す図である。画像Ｗ１０は、部分画像Ｄ２０と、確認ボタ
ンＢ３０とを備えている。部分画像Ｄ２０は、カード入出口１０４周辺を示す画像である
。部分画像Ｄ２０のデータは、記憶部２１０に格納されている。ステップＳ３３０におい
て表示される部分画像Ｄ２０を、「第１画像」とも呼ぶ。画像Ｗ１０は、カード入出口１
０４と第１画像中のカード入出口１０４とに差異が無いか確認すべき旨の確認画面である
。
【００２７】
　利用者による確認ボタンＢ３０の押下があるまで（ステップＳ３６０：Ｎｏ）、制御部
１０６は、顧客操作画面部１０５に画像Ｗ１０を表示した状態で待機する。
【００２８】
　利用者による確認ボタンＢ３０の押下があった場合（ステップＳ３６０：Ｙｅｓ）、こ
の処理は終了する。なお、スキミング防止処理が終了した後、制御部１０６は、利用者の
希望する取引を開始する。このようにすることにすることにより、現金自動取引装置１０
１にスキミングマシンがついていない状態を予め利用者が知らない場合においても、スキ
ミングマシンの有無を利用者が確認することができる。
【００２９】
Ａ－３．第２スキミング防止処理：
　図６は、本実施形態における第２スキミング防止処理の流れを示すフローチャートであ
る。第２スキミング防止処理は、第１スキミング防止処理のステップＳ３００の後からス
テップＳ３６０の前までの処理が異なるが、それ以外は同じである。以下において、ステ
ップＳ３００の後からステップＳ３６０の前までの処理について説明する。
【００３０】
　顧客検知センサ１０７により利用者が接近したことを検知した場合（ステップＳ３００
：Ｙｅｓ）、制御部１０６は、距離測定処理（ステップＳ３０５）を行う。距離測定処理
とは、顧客検知センサ１０７により利用者と現金自動取引装置１０１との距離Ｌを測定す
る処理をいう。制御部１０６は、顧客検知センサ１０７により測定された距離Ｌを記憶部
２１０に記憶させる。
【００３１】
　ステップＳ３１５において、制御部１０６は、利用者の目の位置の算出を行う。具体的
には、制御部１０６は、カメラ１１３から入手した画像と、ステップＳ３０５で取得した
距離Ｌに基づいて、利用者の目の位置を算出する。利用者の目の位置の算出は、顔認識の
後、左右の目の位置をそれぞれ認識し、両目を両端とした線分の中点を利用者の目の位置
として算出する。
【００３２】
　図７は、カメラ１１３が取得した画像の例を示す図である。四角Ｓは、制御部１０６に
より、顔と認識された領域である。中点Ｅは、利用者の両目を両端とした線分の中点を示
す点である。本実施形態において、中点Ｅを利用者の目の位置とする。
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【００３３】
　基準点Ｚは、カメラ１１３が取得した画像において、右端かつ下端の点である。図７は
、画像における基準点Ｚと中点Ｅとの水平方向の距離が距離Ｍであり、基準点Ｚと中点Ｅ
との垂直方向の距離が距離Ｔであることを示している。
【００３４】
　図６のステップＳ３１５において、制御部１０６は、距離Ｌ、距離Ｍ、距離Ｔから、記
憶部２１０に記憶されている利用者位置テーブルを参照して、利用者の目の位置を算出す
る。利用者の目の位置は、カメラ１１３の中心点と中点Ｅとを通る直線と、顧客検知セン
サ１０７から距離Ｌの面であって、現金自動取引装置１０１と正対する面とが交わる点で
ある。なお、利用者位置テーブルは、距離Ｌと、距離Ｍと、距離Ｔとに応じて利用者の目
の位置が一意に決まるテーブルである。
【００３５】
　ステップＳ３２５において、制御部１０６は、算出した利用者の目の位置に基づいて、
その目の位置からカード入出口１０４を視認した場合の、カード入出口１０４付近の画像
である部分画像Ｄ２０を、記憶部２１０から抽出する。なお、記憶部２１０は、利用者の
目の位置に応じた画像を記憶している。具体的には、記憶部２１０は、距離Ｌと、距離Ｍ
と、距離Ｔとに応じて定められる利用者位置テーブルの一区分ずつに用意された画像を格
納している。
【００３６】
　ステップＳ３３５において、制御部１０６は、部分画像Ｄ２０を含む画像Ｗ１０を、顧
客操作画面部１０５に表示する。このようにすることにより、利用者の視点と同様の視点
における画像が、表示部に表示される。このため、利用者は、カード入出口１０４にスキ
ミングマシンが取り付けられているかどうかについて、より正確に確認することができる
。また、このようにすれば、従来から現金自動取引装置１０１に使用されているハードウ
ェアデバイスのみを用いて、スキミング防止処理を行うことができる。
【００３７】
Ａ－４．第３スキミング防止処理：
　図８は、本実施形態における第３スキミング防止処理の流れを示すフローチャートであ
る。第３スキミング防止処理は、第２スキミング防止処理と比較して、ステップＳ３６０
において確認ボタンの押下が無い場合（Ｓ３６０：Ｎｏ）に、処理がステップＳ３０５に
戻る点が異なるが、それ以外は同じである。
【００３８】
　このようにすることにより、利用者の目の位置の算出が随時行われる。このため、利用
者の目の位置の動きに応じて、顧客操作画面部１０５に利用者の視点と同様の視点におけ
る画像が表示される。このため、利用者は、カード入出口１０４にスキミングマシンが取
り付けられているかどうかについて、より正確に確認することができる。
【００３９】
Ａ－５．第４スキミング防止処理：
　図９は、本実施形態における第４スキミング防止処理の流れを示すフローチャートであ
る。第４スキミング防止処理は、第１スキミング防止処理と比較して、ステップＳ３６０
において確認ボタンの押下がされた場合（Ｓ３６０：Ｙｅｓ）に、ステップＳ３７０とス
テップＳ３８０との処理が実行される点が異なるが、それ以外は同じである。
【００４０】
　ステップＳ３６０において確認ボタンの押下がされた場合（Ｓ３６０：Ｙｅｓ）、制御
部１０６は、画像Ｗ１０を顧客操作画面部１０５から消した後、スキミング被害防止のた
めの画像Ｗ１０を再び顧客操作画面部１０５へ表示する（ステップＳ３７０）。ステップ
Ｓ３７０におけるＷ１０に含まれる部分画像Ｄ２０を、「第２画像」とも呼ぶ。画像Ｗ１
０は、カード入出口１０４と第２画像中のカード入出口１０４とに差異が無いか確認すべ
き旨の確認画面である。
【００４１】
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　ステップＳ３７０の後、利用者による確認ボタンＢ３０の押下があるまで（ステップＳ
３８０：Ｎｏ）、制御部１０６は、顧客操作画面部１０５に画像Ｗ１０を表示した状態で
待機する。利用者による確認ボタンＢ３０の押下があった場合（ステップＳ３８０：Ｙｅ
ｓ）、この処理は終了する。このように、複数回にわたりカード入出口１０４付近の画像
を利用者に見せることにより、利用者は、カード入出口１０４にスキミングマシンが取り
付けられているかどうかについて、より正確に確認することができる。
【００４２】
　なお、本実施形態においては、ステップＳ３３０における部分画像Ｄ２０（第１画像）
と、ステップＳ３７０における部分画像Ｄ２０（第２画像）とを、同じ画像としている。
しかし、第１画像と第２画像は、異なる画像としてもよい。第１画像と第２画像は異なる
画像とすることにより、利用者への注意をより促すことができる。このため、利用者は、
カード入出口１０４にスキミングマシンが取り付けられているかどうかについて、より正
確に確認することができる。
【００４３】
　なお、異なる画像とは、例えば、カード入出口１０４への視点が異なる画像としてもよ
い。視点が異なる画像とは、前後左右上下の少なくともいずれか１つが異なる位置から見
たカード入出口１０４付近の画像をいう。
【００４４】
Ａ－６．第５スキミング防止処理：
　図１０は、本実施形態における第５スキミング防止処理の流れを示すフローチャートで
ある。第５スキミング防止処理は、第１スキミング防止処理と比較して、ステップＳ３０
０とステップＳ３３０の間にステップＳ３２０を有する点が異なるが、それ以外は同じで
ある。
【００４５】
　ステップＳ３２０において、制御部１０６は、前回のカード入出口１０４へのカード投
入から所定時間が経過しているか否かを判断する。所定時間が経過していると制御部１０
６が判断した場合（ステップＳ３２０：Ｙｅｓ）、処理はステップＳ３３０に進む。一方
、所定時間が経過していないと制御部１０６が判断した場合（ステップＳ３２０：Ｎｏ）
、処理は終了する。
【００４６】
　このようにすることにより、例えば、現金自動取引装置が頻繁に利用される時間帯は、
スキミングマシンを現金自動取引装置に設置することは難しいと考えられるため、画像表
示を省略することができる。このため、入出金の処理時間が短くでき、迅速に利用者への
サービスを行うことができる。
【００４７】
Ｂ．変形例：
　なお、この発明は上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能で
ある。
【００４８】
Ｂ１．変形例１：
　本実施形態において、顧客操作画面部１０５に表示される画像Ｗ１０は、部分画像Ｄ２
０と確認ボタンＢ３０とを備える（図５参照）。しかし、本発明は、これに限られない。
例えば、画像Ｗ１０は、他のボタンを設けてもよい。
【００４９】
　図１１は、画像Ｗ１０の例を示す図である。画像Ｗ１０は、部分画像Ｄ２０と、確認ボ
タンＢ３０とを備え、さらに、拡大ボタンＢ４０と、右側ボタンＢ５０と、左側ボタンＢ
６０とを備えている。
【００５０】
　図１２は、部分画像Ｄ３０を含む画像Ｗ１０の例を示す図である。拡大ボタンＢ４０が
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押下されることにより、制御部１０６は、部分画像Ｄ２０から、カード入出口１０４付近
を拡大した部分画像Ｄ３０へ部分画像を切り替える。
【００５１】
　図１３は、部分画像Ｄ４０を含む画像Ｗ１０の例を示す図である。右側ボタンＢ５０が
押下されることにより、制御部１０６は、部分画像Ｄ２０から、カード入出口１０４付近
を右側から視認した部分画像Ｄ４０へ部分画像を切り替える。
【００５２】
　図１４は、部分画像Ｄ５０を含む画像Ｗ１０の例を示す図である。左側ボタンＢ６０が
押下されることにより、制御部１０６は、部分画像Ｄ２０から、カード入出口１０４付近
を左側から視認した部分画像Ｄ５０へ部分画像を切り替える。
【００５３】
Ｂ２．変形例２：
　本実施形態において、利用者の目の位置は、利用者位置テーブルにより算出するが、本
発明はこれに限られない。例えば、利用者の位置は、計算式により算出してもよい。計算
式により算出する場合、距離Ｌ、距離Ｍ、距離Ｔのほかに、カメラ１１３の位置や角度を
用いて算出を行う。
【００５４】
Ｂ３．変形例３：
　本実施形態において、顧客操作画面部１０５に表示される確認画面には、１つの部分画
像が表示されている。しかし、本発明はこれに限られない。顧客操作画面部１０５に表示
される確認画面には、複数の部分画像が表示されてもよい。
【００５５】
　複数の部分画像を表示する場合、複数の中の一つのみをカード入出口１０４の実際の形
態を表す部分画像とし、他の部分画像は、本実施形態におけるカード入出口１０４ではな
いカード入出口１０４付近の部分画像としてもよい。この場合、カード入出口１０４の実
際の形態を表す部分画像を利用者が押下することにより、スキミング防止処理を終了する
としてもよい。このようにすることにより、利用者は、カード入出口１０４にスキミング
マシンが取り付けられているかどうかについて、より正確に確認することができる。
【００５６】
　また、記憶部２１０に格納されている画像は、追加できる態様としてもよい。このよう
にすることにより、摘発されたスキミングマシンを取り付けられたカード入出口１０４付
近の部分画像を追加し、カード入出口１０４付近がそのような形状でないかを、利用者に
確認させるようにしてもよい。利用者に確認させる方法としては、例えば、複数の部分画
像を表示する際に、本実施形態におけるカード入出口１０４ではないカード入出口１０４
付近の部分画像として、摘発されたスキミングマシンを取り付けられたカード入出口１０
４付近の部分画像を表示させてもよい。このようにすることにより、利用者は、カード入
出口１０４にスキミングマシンが取り付けられているかどうかについて、より正確に確認
することができる。
【００５７】
　本発明は、上述の実施形態や変形例に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形
態中の技術的特徴に対応する実施形態、変形例中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は
全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、
差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に
必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。
【符号の説明】
【００５８】
　　１００…紙幣取扱装置
　　１０１…現金自動取引装置
　　１０２…カード処理部
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　　１０３…現金処理部
　　１０４…カード入出口
　　１０５…顧客操作画面部
　　１０６…制御部
　　１０７…顧客検知センサ
　　１０８…現金収納カセット
　　１０９…カード搬送路
　　１１０…現金搬送路
　　１１１…入出金口
　　１１３…カメラ
　　１２０…カード情報読取部
　　１３０…現金情報読取部
　　２００…本体制御部
　　２１０…記憶部
　　２１２…ＣＰＵ
　　Ｌ…距離
　　Ｓ…四角
　　Ｅ…中点
　　Ｚ…基準点
　　Ｍ…距離
　　Ｔ…距離
　　ＨＣ…ホストコンピュータ
　　ＮＷ…インターネット
　　Ｗ１０…画像
　　Ｄ２０…部分画像
　　Ｄ３０…部分画像
　　Ｂ３０…確認ボタン
　　Ｄ４０…部分画像
　　Ｂ４０…拡大ボタン
　　Ｂ５０…右側ボタン
　　Ｄ５０…部分画像
　　Ｂ６０…左側ボタン
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